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＜子ども・子育て支援法＞
第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者（国（国立大学法人法（平成
十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第
四号及び第五号並びに附則第七条において同じ。）及び公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十
八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第
四号において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各
号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村⾧が行う。
一 認定こども園 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二 幼稚園 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
三 保育所 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分
２ 市町村⾧は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の
合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係
る当事者の意見を聴かなければならない。

＜子ども・子育て支援法施行規則＞
第二十九条 法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申
請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村⾧（特別区の⾧を含む。以下同じ。）に提出しなけれ
ばならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類（登記事項証明書を除く。）については、市町村⾧が、イン
ターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
（略）
六 建物の構造概要及び図面（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要
（略）
八 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
（略）
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
（略）
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